
＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
○ 森林整備の担い手である森林所有者や林業事業体、地域の森林･林業を担う市
町村等への技術・経営指導体制の確保を図るため、都道府県が実施する以下の林
業普及指導事業を支援します。
① 林業普及指導員の設置
② 林業普及指導員による計画的な巡回指導活動の実施
③ 巡回指導に必要な普及車両の配備
④ 林業普及指導員の経常活動に必要な資機材の整備
⑤ 林業普及指導員の資質向上のための技術研修、シンポジウムの開催
⑥ 試験研究の技術成果の現地実証
⑦ 林業普及指導員が計画的に情報活動を実施するための情報システム整備、特
定情報調査の実施
⑧ 林業普及指導員による林業大学校等への支援活動
⑨ 林業普及指導員と林業事業体等が連携した高校生の就業体験や林業従事
者等に対する知識・技術向上の取組
⑩ 林業普及指導員と森林管理局・署との情報交換会や検討会の開催等施業の
効率化・平準化のための現地検討会等の開催・参加
⑪ ICT等を活用した先進的林業技術や専門的知識の普及活動

林業普及指導事業交付金（拡充） 【令和２年度予算概算決定額 348,790（348,790）千円】
＜対策のポイント＞
各地域の森林・林業の再生に向け、広域的かつ長期的な視点に立った森林づくりや林業活性化に関するビジョンの策定とその実現に向けた取組を推進するた
め、高度な知識・技術を持った林業普及指導員が市町村行政や地域関係者への指導、支援活動を行います。
また、「ICT等を活用した先進的林業技術や専門的知識の普及活動」を事業内容に追加し、普及活動に要する活動費として、専門家の同行や専用資機
材の調達に係る経費を交付対象とします。
＜政策目標＞
森林所有者や林業事業体の経営力や技能等の向上を図ります。

［お問い合わせ先］林野庁研究指導課（03-3502-5721）国 都道府県
交付（定額）

＜事業の流れ＞

国

《林業普及指導員》
1,283人（令和元年度当初）

都道府県

都道府県
試験研究機関

○ 森林所有者その他林業を行う者又は林業に従事する者及びこれらの後継者
森林所有者、森林組合、民間林業事業体、木材加工・流通業者、
高校・林業大学校等

○ 市町村
○ 森林ボランティアの指導者等
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試験研究要望
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